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　「簡単に」「すぐ」儲かる !?
その話『絶対に』儲かりません！　

　インターネットを利用した副業や仮想通貨への投資に関する相談が増えています。

　「高額な契約金を払ってもすぐに元が取れると言われた」「事業者がサ

ポートするので大丈夫と言われたが、難しすぎてできないし、サポート

もしてくれない」「確実に儲けるためには上位コースの契約が必要と、

追加の支払いを請求された」などという相談が多く寄せられています。

　また、「ＳＮＳに成功体験を載せている人に興味をもって連絡したと

ころ、勧誘されて初期投資費用を払ったら連絡が取れなくなった」とい

うような相談もあります。

　中には、高額な契約をするに当たって、クレジット契約の利用を勧め

られたり、消費者金融等で借金をして支払うよう言われた事例もあります。

　「儲かる」と言われたのに、実際は収入はほとんど得られず、支払いだけが残ります。

　　　いったん契約をすると、自己都合で簡単に契約をやめることはできません。

　　　また、払ってしまったお金を取り戻すことは、非常に困難です。

　　　何もせずに簡単にお金を稼げるなどという話はあり得ません。

　　　儲かるのは、あなたではなく、「あなたを狙った悪質業者」です。

　

　　　どうして先にお金を払わなくてはいけないのでしょう？

　　　ＳＮＳで知り合ったその人、本当に信用できますか？

　　　おかしいなと思ったら、払ってしまうその前に

　　　 すぐに新潟市消費生活センター（☎０２５ー２２８ー８１００）

　　　または消費者ホットライン１８８（いやや）へ相談を！
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イラストは

「消費者庁イラスト集」より
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　昨年の秋以降、「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたハガキや「有料サイト

の料金が未納であり、支払わないと法的手続きを取る」といったＳＭＳ（ショートメッセージ）

が突然届いたという相談が続いています。

　最近は、同じような内容でハガキではなく封書で送られてきたという相談もあります。

　これらは、いずれも「架空請求」です。

　詐欺業者からのメール等に返信したり、電話をかけたりすると、自分のメールアドレスや電話

番号等を相手に教えてしまうことにつながります。

　絶対に返信や連絡をしない

で、無視してください。

　もし、不安のあまり電話して

しまっても、決してお金を払っ

てはいけません。

　多くの場合は、詐欺業者は、

コンビニに行って、端末に指示

した番号（支払い番号）を入力

するように言ったり、電子マ

ネーを購入してコード番号を知

らせるように指示してきます。

　そのような指示をされた場合

は「架空請求」である証拠なの

で、絶対に応じないでください。

　支払ってしまったら、お金を

取り戻すことは困難です。

　また、騙されやすいと判断さ

れて、何度でも狙われます。

　不安なときは、新潟市消費生

活センター（☎ 025-228-8100）

または消費者ホットライン

（局番なし）１８８へ相談を！

不審なハガキ・封書にはくれぐれもご用心！

（独）国民生活センター作成
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消費生活センターからのお知らせ

くらしを守る「はかりの番人」  ～11月１日は『計量記念日』～

　水道、ガス、電気の使用量や薬、食料品の計量など、私たちの身の回りでは、たくさんの「はかり（計

量器）」が使われています。

　もしも、「はかり」が正しい値を示さなかったり、正しく使われていなかったら、私たちの生活

はどうなってしまうのでしょうか。

　「正しい計量」は、私たちが生活していく上で基本となる大切なものです。

　新潟市消費生活センターは、皆さんのくらしを守る「はかりの番人」として、法律に基づいて

商売に使える正しい「はかり」かどうかを検査している他、スーパーなどへ行って、量り売りの

野菜や肉魚、惣菜などがきちんと入っているかをチェックしたり、適正な「はかり」が使われて

いるかも調査しています。

　「はかり」の検査や基準などについては、計量法という法律で決められています。皆さんに計量

制度について知っていただくため、

国が現在の計量法が施行された 11

月１日を「計量記念日」として定め

ていて、今年もさまざまな行事が全

国各地で開催されました。

　新潟市消費生活センターでも、昔

使われていた「基準てんびん」と今

年の啓発キャラクターのポケモンの

ぬいぐるみやポスターを掲示して、

「計量記念日」をＰＲしました。

■多重債務相談・家計管理支援を行なっています。

　クレジットやローンの支払いで悩んでいる方、債務整理したけ

れど家計が苦しい方やギャンブルがやめられず生活が苦しい方な

どのご相談を受けています。専門の相談員が、家計を見直し、生

活を立て直すお手伝いをします。

　秘密は固く守られます。まずは、お電話ください。

　多重債務相談受付時間：月～金、第２・第４日曜日　午前９時から午後４時まで

　消費生活センター（☎０２５－２２８ー８１００）
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